
暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

－1－ 

都 市 建 設 委 員 会 記 録 

 

日 令和５年12月５日（火） （第４回定例会） 

時 
             休    憩 

午前10時０分 開議 （  な    し  ） 午前12時４分 散会 

場 所 第５委員会室 

出席委員 

松 坂 吉 則 桜 井 秀 夫 吉 川 英 二 守 屋   聡 

亀 井 琢 磨 佐々木 友 樹 小松﨑 文 嘉 向 後 保 雄 

石 橋   毅 白 鳥   誠   

欠席委員 な  し 

担当書記 田 野 仁 志 谷 口 昌 隆   

説 明 員 

都市局 

都市局長 藤代 真史 都市局次長 岩田 真一 

都市部長 石橋 徹 建築部長 秋葉 秀樹 

公園緑地部長 小川 賢 都市総務課長 橋本 敏行 

都市計画課長 金森 千裕 交通政策課長 大木戸 孝也 

都市安全課長 保科 純一 建築管理課長 三田 日出美 

建築指導課長 石川 幸夫 緑政課長 植木 崇夫 

公園管理課長 酒井 清 中央・美浜公園

緑地事務所長 

志村 佳貞 

公園建設課長 石野 信一 総括主幹 西森 照泰 

建設局 

建設局長 水間 明宏 建設局次長 橋本 欣哉 

土木部長 山口 浩正 道路部長 日暮 秀訓 

下水道企画部長 髙梨 雅和 下水道施設部長 山田 裕之 

建設総務課長 杉山 信弘 土木保全課長 遠藤 政行 

若葉土木事務所長 松川 健一郎 道路建設課長 林 忠昭 

街路建設課長 保科 昭久 総合治水課長 林 茂樹 

汚水対策担当課長 市原 芳治 雨水対策課長 鴇田 一幸 

下水道維持課長 石黒 平樹利 総括主幹 小山 憲一 

下水道経営課長補

佐 

森山 茂信 下水道整備課長

補佐 

根木 義治 

 

調査案件 

議案第132号・専決処分について（令和５年度千葉市農業集落排水事業特別

会計補正予算（第１号））（令和５年１０月２０日） 

議案第133号・令和５年度千葉市一般会計補正予算（第６号） 

議案第134号・令和５年度千葉市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２

号） 

議案第137号・令和５年度千葉市下水道事業会計補正予算（第２号） 

議案第145号・千葉市空家等及び空地の対策の推進に関する条例の一部改正

について 

発議第９号・千葉市公共交通利用促進条例の制定について 

陳情第３号・ワンルームマンション建築指導要綱の条例化に関する陳情 

そ の 他 空家等対策に係る委員間の意見交換について 
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            委 員 長   松 坂 吉 則 
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午前10時０分開議 

 

○委員長（松坂吉則君） おはようございます。 

 ただいまから都市建設委員会を開催いたしたいと思います。 

 本日、審査を行います案件は、議案５件、発議１件でございます。 

 また、案件審査終了後に空き家対策について、委員間の意見交換を行います。 

 進め方は皆様に配付しているとおりに従って進めてまいりたいというふうに思います。 

 本日は、第１回定例会から開始予定の委員会録画放映の試行として、委員の皆様に実際の映

像を確認していただけるように、委員席の前にモニターを設置させていただいております。よ

ろしくお願いいたします。 

 なお、進め方の最後に記載してあります陳情第３号につきましては、12月４日付で撤回届の

提出がありましたので、御了承いただきます。 

 それで、これに当たっては、私もちょっとお会いさせていただいて、役所のほうもしっかり

この願意の内容を対応していくということでございましたので、そういう流れの中で陳情者の

方が撤回をしていただいたということなので、それを見守っていきながら、我々もやっていき

たいなというふうに思います。 

 それでは、傍聴の皆様に申し上げます。委員会傍聴に当たっては、委員会傍聴証に記載の注

意事項を遵守いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

議案第132号審査 

○委員長（松坂吉則君） それでは、案件審査を行います。 

 初めに、議案第132号・令和５年度千葉市農業集落排水事業特別会計補正予算に係る専決処

分について、当局の説明をお願いいたします。建設局長。 

○建設局長 建設局でございます。 

 議案第132号につきまして、下水道施設部長より説明させていただきます。どうぞよろしく

お願いします。 

○委員長（松坂吉則君） 下水道施設部長。 

○下水道施設部長 下水道施設部、山田でございます。 

 議案第132号・専決処分（令和５年度農業集落排水事業特別会計補正予算）について御説明

させていただきます。着座にて説明させていただきます。 

 議案書では、別冊の４ページとなりますが、建設局議案説明資料で御説明させていただきま

す。 

 資料の３ページをお願いいたします。 

 １、専決理由ですが、令和５年９月の台風13号により、鹿島川流域の水路が氾濫し、大和田

処理場内に浸水が生じたことで、適正な汚水処理機能に支障を来した場合、汚水の水路への流

出や路面への溢水、利用制限など市民生活に影響が想定されるため、被災した設備を早急に復

旧する必要があったことから、地方自治法第179条第１項の規定に基づき必要な経費について、

市長専決処分にて補正予算の措置を講じたものでございます。 

 ２、補正額ですが、事業名は農業集落排水施設災害復旧事業、内容は大和田処理場の機械電
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気設備修繕、補正額は2,100万円でございます。 

 財源は全て市債でございます。 

 ３、事業概要のうち施工場所及び事業内容について御説明いたします。 

 施工場所ですが、緑区下大和田町地内の大和田処理場でございます。 

 資料の４ページをお願いいたします。 

 上の図面を御覧ください。 

 青色で示した箇所が鹿島川流域の水路、赤色で示した箇所が大和田処理場でございます。 

 浸水の状況ですが、左側の写真のように水路が氾濫し、右側の写真のように処理場内に50セ

ンチの浸水をしたものでございます。 

 下の図面を御覧ください。 

 こちらが大和田処理場の断面を示すものでございます。地面から50センチ浸水したことで地

下室が水没し、既存設備に被害が生じたものでございます。 

 次に、事業内容ですが、被害に応じた非常用はエンジンポンプや電線類など、機械電気設備

の取替えを行うものでございます。 

 なお、現在は被害設備の点検頻度を増やし、辛うじて稼働させている状況であり、早期復旧

を目指し機器の調達を進めているところでございます。 

 ３ページにお戻りください。 

 （２）スケジュールですが、令和５年10月20日に専決処分を行い、10月から災害復旧事業に

着手しており、令和６年３月に事業を完成させる予定でございます。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） それでは、専決処分ですが、皆さん何かありますか。はい、どうぞ、

佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 一括でお願いします。 

 今回、被害が出たということで、早急に対策が求められているんですけれども、今後、被害

が出ないようにするための対策について伺います。 

○委員長（松坂吉則君） 下水道整備課汚水対策担当課長 

○下水道整備課汚水対策担当課長 下水道整備課、市原と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

 今後の対策でございますが、防水板など必要最低限な浸水対策を実施していきたいと考えて

ございます。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 防水板は、一定の高さは確保できるとは思うんですけれども、今回

50センチ上に浸水されているということで、最低限ということではあるんですが、引き続き市

民の皆さんに影響がないように設定していただく対策をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（松坂吉則君） ありがとうございます。吉川委員。 

○委員（吉川英二君） 一問一答です。よろしくお願いします。 

 今回、大雨の被害があったんですけれども、令和元年のときの台風、大雨の際も被害があっ
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たのではないかと思われるんですけれども、もし被害があればどの程度の被害があって、その

後どういう対策がされたのか、お示しください。 

○委員長（松坂吉則君） 下水道整備課汚水対策担当課長。 

○下水道整備課汚水対策担当課長 下水道整備課でございます。 

 令和元年度のときの大雨の際には、床上30センチ程度浸水いたしまして、今回と同様に地下

室が水没しまして、機械電気設備に被害が生じたほか、あと１階に設置してございます電気設

備の一部も被災したところでございます。 

 被害のあった電気設備は、復旧する際に高所のところに再設置をする対策を実施しまして、

また地下に通じる階段の入り口のところに土のうを設置してございまして、流入を防ぐ対策を

してございます。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 吉川委員。 

○委員（吉川英二君） ありがとうございます。 

 大和田処理場自体なんですけれども、これは現在の設備でいつまで稼働させていく予定なの

か、お示しいただけますでしょうか。 

○委員長（松坂吉則君） 下水道整備課汚水対策担当課長。 

○下水道整備課汚水対策担当課長 大和田処理場につきましては、令和14年度まで現在の施設

を稼働させていく予定でございます。 

 以上です。 

○委員長（松坂吉則君） 吉川委員。 

○委員（吉川英二君） ありがとうございます。 

 最後に一つ、先ほど必要最低限の処理、防水板という話があったんですけれども、実際また

被害があれば同じように専決処分を使ってでも、すぐ復旧させなければいけない重要な施設だ

と認識をしております。 

 令和14年までというお考えと、防水板で必要最低限の処理とあるんですけれども、考え方と

して、次に備えて大がかりな対応をするのと緊急の対応すると、両面あると思うんですけれど

も、当局としてはどういうふうに考えていらっしゃるのかお示しください。 

○委員長（松坂吉則君） 下水道整備課汚水対策担当課長。 

○下水道整備課汚水対策担当課長 この大和田処理場でございますが、今後10年程度の利用と

いうことでございますので、必要最低限の防水板等の対策を行いたいというふうに考えてござ

います。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 吉川委員。 

○委員（吉川英二君） 分かりました。 

 緑区でもありまして、結構重要なところであります。この大和田は冠水も結構多く被害があ

るので、次の被害対策及び被害が生じた場合は、こういう処理も必要だと思いますけれども、

引き続きよろしくお願いいたします。 

 以上です。ありがとうございます。 

○委員長（松坂吉則君） それでは、大丈夫ですかね、この件は。 



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

－6－ 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○委員長（松坂吉則君） それでは、ほかに御発言がなければお諮りいたします。 

 議案第132号・令和５年度千葉市農業集落排水事業特別会計補正予算に係る専決処分を承認

することに賛成の方の挙手を求めます。 

[賛成者挙手] 

○委員長（松坂吉則君） 賛成全員、よって、議案第132号は承認されました。 

 説明員の入替えをよろしくお願いいたします。 

[建設局、都市局入室] 

 

議案第133号審査 

○委員長（松坂吉則君） 次に、議案第133号・令和５年度千葉市一般会計補正予算中所管に

ついて議題といたしたいというふうに思います。 

 当局から説明をお願いいたします。都市局長。 

○都市局長 おはようございます。都市局でございます。 

 議案第133号・令和５年度千葉市一般会計補正予算（第６号）中所管につきまして、各所管

部長より御説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（松坂吉則君） 都市部長。 

○都市部長 都市部でございます。 

 令和５年度一般会計補正予算について説明をさせていただきます。着座にて失礼をいたしま

す。 

 都市部所管は繰越明許費の追加が１件でございます。 

 都市局議案説明資料のほうで説明をさせていただきます。 

 ２ページをお開きください。 

 海浜幕張駅（蘇我方）改札口新設等に伴うバス停留所等整備工事でございます。 

 １、補正の理由は、交通結節機能の強化や利用者の利便性向上を図るため、海浜幕張駅の蘇

我方への改札口新設の整備に合わせて行うバス停留所の整備について、ＪＲ東日本が実施して

いる隣接エリアでの海浜幕張駅改札口新設工事との工事間調整に時間を要し、年度内では十分

な工期が確保できず、年度内の完了が困難となったため繰り越すものです。 

 ２、繰越額は5,000万円であり、３、事業概要及び繰越額の内訳は、海浜幕張駅、蘇我方改

札口新設等に伴うバス停留所等整備工事で、繰越額5,000万円でございます。 

 ４、今後のスケジュールは記載のとおりです。 

 続く３ページには位置図、４ページは計画平面図であり、バス停留所３か所を整備いたしま

す。 

 都市部は以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 建築部長。 

○建築部長 建築部でございます。 

 令和５年度一般会計補正予算について御説明いたします。座って説明させていただきます。 

 建築部所管は、債務負担行為の設定が１件でございます。 

 都市局議案説明資料により御説明させていただきます。 
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 ５ページをお願いいたします。 

 市有建築物計画的保全事業です。 

 １、補正の理由ですが、年間を通じて工事量を安定させ、建設業における働き方改革の推進

や生産性向上等を図るため、施工時期の平準化を行うもので、来年度実施予定の市有建築物計

画的保全事業の一部を今年度に前倒しして発注するための債務負担行為を設定するものでござ

います。 

 ２、補正額ですが、限度額は10億300万円です。 

 ３、対象事業は外部改修や空調設備改修など工事13件、委託21件でございます。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 公園緑地部長。 

○公園緑地部長 公園緑地部でございます。 

 令和５年度一般会計補正予算について説明させていただきます。着座にて失礼いたします。 

 公園緑地部所管は一般会計の歳出補正が２件、繰越明許費の追加が１件、債務負担行為の追

加が１件でございます。 

 都市局議案説明資料６ページをお願いいたします。 

 初めに、千葉公園再整備道路冠水対策でございます。 

 １、補正の理由ですが、令和５年９月８日の台風13号により冠水した箇所において、被害の

軽減等を図るため、冠水対策に係る費用を補正するとともに、繰越明許費を設定するものでご

ざいます。 

 ２、補正額及び繰越額は、いずれも1,300万円でございます。 

 ３、事業概要につきましては、図面で説明をさせていただきます。 

 （図面を用いて説明）図面上、左下の青色の部分が今回冠水した箇所で、千葉公園総合体育

館ＴＩＰＳＴＡＲ ＤＯＭＥ ＣＨＩＢＡプール周辺であります。このため、公園入り口部に

集水桝を設置するとともに、プール脇の園路の高さを下げて、低地部にたまる雨水を公園内へ

と導いて排水を促進させる予定であります。 

 なお、縮小した図面のほうを机上のほうに配付させていただいております。 

 図面の説明は以上でございます。 

 都市局議案説明資料のほうにお戻りください。 

 ４、今後のスケジュールは記載のとおりでございます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 ナラ枯れ被害木対策事業でございます。 

 １、補正の理由ですが、カシノナガキクイムシによるナラ枯れについて、市内公園緑地の被

害調査を進めたところ、637本の被害木が確認されました。公園緑地の利用者や周辺施設等に

対し、倒木や枯れ枝落下による被害が生じる可能性が危惧されることから、被害木の伐採等を

行うものでございます。 

 ２、補正額は7,000万円でございます。 

 なお、財源内訳のうち繰入金4,200万円は、地域環境保全基金の活用を予定しているもので

ございます。 

 ３、事業概要は、被害木伐採搬出処分及び切り株薫蒸637本でございます。 
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 ４、今後のスケジュールは記載のとおりでございます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 亥鼻公園のり面擁壁改修でございます。 

 １、補正の理由ですが、年間を通じて工事量を安定させ、土木建設業における働き方改革の

推進や、生産性向上等を図るため、施工時期の平準化を行うもので、今年度の施工に引き続き

令和６年度実施予定ののり面擁壁改修について、前倒しして発注するための債務負担行為を設

定するものでございます。 

 ２、補正額、債務負担行為となりますが、限度額は8,000万円でございます。 

 ３、事業概要はのり面延長が34メートル、擁壁撤去及び地山補強土工法によるのり面保護を

行うものでございます。 

 ４、今後のスケジュールは記載のとおりでございます。 

 ９ページをお願いいたします。 

 上が亥鼻公園の位置図、下が公園平面図で、のり面の改修箇所を示しており、お茶の水から

亥鼻亭にかけての公園西側のり面を３期にわたり整備しているものでございます。令和６年度

の表示部分が今回の対象箇所であり、１期及び２期の表示部は既に工事が完了しております。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 建設局長。 

○建設局長 建設局でございます。 

 議案第133号中所管につきまして、所管部長より説明させていただきます。どうぞよろしく

お願いします。 

○委員長（松坂吉則君） 土木部長。 

○土木部長 土木部の山口でございます。 

 令和５年度一般会計補正予算のうち土木部所管について説明させていただきます。座って説

明をさせていただきます。 

 補正予算書では７ページとなりますが、建設局議案説明資料で説明させていただきます。 

 資料の５ページをお願いいたします。 

 １、繰越明許費の補正でございます。 

 補正理由及び補正額ですが、建設局としましては８億1,600万円で、このうち土木部所管は

２億1,700万円でございます。 

 表の中ほど、３の事業費、橋梁維持事業は、橋梁及び歩道橋の補修工事や駅自由通路の点検

の経費でございます。 

 繰越しの理由につきましては、入札不調などにより年度内での完了が困難となったことから、

繰越明許費の補正を行うものでございます。 

 土木部の説明につきましては、以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 道路部長。 

○道路部長 道路部の日暮でございます。座って説明させていただきます。 

 道路部所管についてでございますが、補正額は４億9,100万円でございます。 

 １の事業名、道路整備事業は土気町17号線の道路改良工事などで、補正額１億7,500万円、

２の交通安全施設整備事業は千葉川上八街線の歩道整備工事などで、補正額３億1,600万円で
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ございます。 

 理由につきましては、関係者との調整に不測の日数を要したことなどにより、年度内での完

了が困難となったことから、繰越明許費の補正をお願いするものでございます。 

 道路部の説明につきましては、以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 下水道施設部長。 

○下水道施設部長 下水道施設部でございます。座って説明させていただきます。 

 （１）補正理由及び補正額ですが、下水道企画部所管は１億円、下水道施設部所管は800万

円でございます。 

 表の下から２段目にございます４の事業名、急傾斜地崩壊対策事業は上大和田町ほかにおい

て、急傾斜地崩壊防止工事を行うもので、補正額は１億円でございます。 

 ５の事業名、排水施設整備事業は、板倉町において護岸整備工事を行うもので、補正額800

万円でございます。 

 理由につきましては、入札不調などにより年度内での完了が困難となったことから、繰越明

許費の補正をお願いするものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） それでは、質疑等がありましたらお願いいたします。亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） 一括で簡潔にお伺いしたいと思います。 

 まず、都市局さんなんですけれども、最初の海浜幕張駅のバス停留所の整備ということで、

補正の内容については理解をしたところなんですけれども、この停留所整備によって、どちら

方面のバスが、ここから発着することになるのかということと、それからこれが整備されるこ

とによって、駅前のバス乗り場はどういうふうに変わっていくのか、その辺の見通しがあれば

お示しをいただければと思います。 

 それから、次が千葉公園の冠水対策ということで、これは９月議会で私も一般質問させてい

ただきました。早々にこの対応いただきまして、本当にありがとうございます。 

 どのような工事かということで伺おうと思いましたけれども、昨日ですかね、詳しいこの計

画図を頂きましたので、あと今説明いただいたんで分かったつもりなんですけれども、改めて

今お話もありましたけれども、これによってその効果がしっかり出ていくのかということを確

認したいと思いますし、また池のほうに流入するということなんですけれども、これは逆に池

のほうに水量がこっちへ上がっていくことによって、またこっち側の冠水とか、そういうこと

にはならないのか、ちょっとその辺はどうなのかということを、ちょっと確認しておきたいと

思います。 

 それから、ナラ枯れなんですけれども、この間ずっと昨年も出ている議案ですけれども、被

害の拡大状況とか、分布状況とか、そういうところでつかめた特徴というのは、何かあったり

しないのかということで、もしあれば伺いたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（松坂吉則君） 交通政策課長。 

○交通政策課長 交通政策課でございます。 

 バス停留所の件の御質問をいただきましたので、お答えしたいと思います。 

 本市といたしましては、新設するバス停留所には、幕張ベイタウンなどの海岸方面から駅へ
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進入する路線や、駅から市民病院のほうへ向かう路線などの利用を想定しておりまして、現在、

海浜幕張駅の北口駅前広場、こちらを発着する路線バス事業者に対しまして、バス路線の見直

しや新設等について検討を依頼しているところでございます。 

 新設のバス停留所の整備は、北口駅前広場を発着するバスの混雑緩和につながるものと考え

ておりまして、バス乗り場の運用につきましては、令和７年春の新開発の供用開始に向け検討

の熟度が高まるものと考えており、各事業者の検討の進捗に合わせまして、関係者での協議検

討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 公園建設課長。 

○公園建設課長 公園建設課でございます。 

 千葉公園道路冠水対策に関してお答えいたします。 

 まず、一つ目の御質問でございました具体的にどのような改良工事が行われるのかというこ

とです。 

 まず、再整備した道路一帯、この辺りが周辺よりも低い位置に位置しております。再整備し

た道路の上と下の高低差が約６メートルございます。大雨のときに雨水が周辺から流れ込んで

きやすいような、そういう地形の特性がございます。 

 綿打池に通じる既設園路のプール脇部分、一部地盤高の高い部分がございまして、そちらで

雨水が冠水するような一因になってございました。 

 今回の対策ですけれども、雨水をせき止めていました地盤の切削、それから横断側溝、集水

ますの設置、こういったことを行いまして、冠水していた雨水を綿打池へ導きます。 

 二つ目の御質問の冠水していた雨水を池方向へ導くことで、それに伴って問題が生じないか

ということです。 

 建設局のほうで、池周りの雨水貯留機能強化ということで、池の水位を下げるですとか、そ

れからカフェ・ハーモニー近くの横引きゲートのかさ上げ、それから南口の園路の改修、こう

いったことを行いまして、雨水貯留機能強化を図りますので、問題は生じません。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 公園管理課長。 

○公園管理課長 公園管理課でございます。 

 ナラ枯れ被害につきましては、昨年度1,116本伐採したところでございます。今年度確認さ

れておりますのは637本ということでございまして、昨年よりは減少傾向にあるというところ

が一つございます。 

 市内の分布の状況でございますけれども、本年度の637本のうち、若葉区におきましては277

本、緑区におきましては146本と、特にこの２区におきまして被害が多くなっているという状

況でございます。 

 特徴といたしましては、コナラ、クヌギといったナラ枯れの対象樹木の大径木化が進んでお

ります既存樹林地を有する公園、具体的には泉自然公園ですとか、昭和の森などにおきまして、

被害が多く確認されている状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 亀井委員。 
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○委員（亀井琢磨君） ありがとうございました。具体的によく分かりました。 

 そうしたら、バス停留所については、整備についてよく分かりました。 

 あわせてなんですけれども、今バスの減便問題ということが言われているんですけれども、

割と利用者が少ないほうだと思うんですけれども、こっちの海浜のほうは2024年問題なんかも

あるかもしれないんですけれども、具体的なバスの減便とか、ダイヤのほうはどうなっている

のかって、もし分かればちょっと教えていただければと思います。 

 それから、冠水対策についてはよく分かりました。この後の議案第137号で出てくる部分か

なと思いましたので、そちらで伺いたいと思います。よく分かりました。ありがとうございま

した。 

 ただ、１点伺っておくのは、体育館のほうが今回残念ながら浸水があったんですけれども、

こちら側の北側の対策で、体育館のところもちょっと低くなっているかなと思うんですけれど

も、その辺りの浸水は今後軽減されるということの理解でいいのかということを、最後に確認

しておきたいと思います。 

 それから、ナラ枯れについては状況分かりました。特徴が若葉区とか緑区で多いということ

でよく分かりました。なかなか対策とかそういうことが、予防とかが難しい面もあるというの

はずっと聞いているんですけれども、何か今後に向けてそういう予防とか、対策とかの面でお

考えがあれば、最後に伺っておきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（松坂吉則君） 交通政策課長。 

○交通政策課長 交通政策課でございます。 

 海浜幕張駅周辺のバスの減便の件につきまして、お答えいたしたいと思います。 

 コロナ禍を受けまして、幕張ベイタウン内、こちらを運行する路線バスが１割から２割程度

の減便を実施したほか、ＪＲ京葉線におきまして幕張豊砂駅が開業いたしまして、海浜幕張駅

からの移動手段に路線バス以外の選択肢が生まれたことなどによりまして、駅間を移動するバ

ス路線の利用者が減少したことから、同路線におきまして１割程度の減便を実施したことを確

認しております。 

 現時点で、それ以外の大幅な減便というのは確認しておりません。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 公園建設課長。 

○公園建設課長 公園建設課でございます。 

 御質問ございました新体育館の浸水被害は、今後生じさせないのかどうかということでござ

います。 

 まず、降水量は年々変動がございますので、一概に申し上げることはちょっと難しい面がご

ざいますけれども、今回のような降雨に備えて対策を図りますので、今回冠水しました雨水の

容量、それから池周りで雨水貯留機能強化ということで強化を図る容量、そちらを比較します

と、今回のような降雨に対しては浸水被害は生じません。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 公園管理課長。 

○公園管理課長 公園管理課でございます。 
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 ナラ枯れの予防策についてでございます。 

 ナラ枯れ予防につきましては、健全木の幹の根元から高さ数メートルのところまで丈夫なビ

ニールシートで覆うやり方ですとか、粘着剤を塗布する、あるいは薬剤の樹幹注入などの方法

がございます。方法によりまして、費用面、景観面に課題がございます。 

 また、対象樹木が相当数となることから、現在のところ予防策を講ずる考えは、今ございま

せん。 

 なお、予防策の技術的支援、あるいは予防策に対する新たな補助制度の創設などにつきまし

て、昨年度、九都県市首脳会議におきまして、国に要望書を提出してございます。効果的で経

済的な予防策が示されました場合につきましては、本市の実施について検討してまいりたいと

考えております。 

 また、現在行っております根株の薫蒸、あるいは伐採された木の幹のチップ化の処分により

まして、被害拡大防止に寄与しているものと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） 御丁寧にありがとうございます。それぞれ理解はいたしました。 

 ナラ枯れはちょっとなかなか難しい面もあるということで、引き続きよい方法が見つかるこ

とを願っております。 

 ということで理解しましたので、議案第133号は賛意を表して終わりたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（松坂吉則君） 吉川委員。 

○委員（吉川英二君） よろしくお願いします。 

 次は、一括でお願いします。３点お願いします。 

 まず、２ページの海浜幕張駅前、今、亀井委員から質問があったんですけれども、バス停に

関しては、駅の前だと、例えば、屋根、あとベンチというイメージがあるんですけれども、そ

れ両方とも設備としてはつく予定なんでしょうか。 

 あと、２点目は、６ページの千葉公園の整備、後ほど議案第137号でも今度、建設局が出る

んでしょうけれども、実際、千葉公園、同じ整備ということで、都市局と建設局と分けている

理由について教えてもらえますでしょうか。同じ入札にしたほうが、工事期間とか、工事費用

とか、抑えられるんじゃないかという単純な質問でございます。 

 あと、３点目は、ナラ枯れで、実際伐採をするんですけれども、伐採するに当たって、地元、

近隣の方への説明を行った上で行うのかどうか、この３点、よろしくお願いします。 

○委員長（松坂吉則君） 交通政策課長。 

○交通政策課長 交通政策課でございます。 

 バス停留所の整備の具体の内容ということで御質問いただきましたので、お答えいたします。 

 今年度の工事内容といたしましては、バスの正着性を高めるために、三角形の切り込み型の

停留所を計画しておる関係で、Ｌ型側溝の敷設替えと仮舗装工事を実施いたしますが、来年度、

引き続いてバスシェルター、屋根の工事を実施する予定でございます。 

 ベンチにつきましては、利用状況等を見ながら今後検討していきたいと考えているところで

ございます。 
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 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 公園建設課長。 

○公園建設課長 公園建設課でございます。 

 都市局と建設局が連携するその理由につきまして御説明いたします。 

 まず、都市局におきまして、千葉公園再整備の一環ということで園内道路、そちらの整備を

都市局で行ってございます。したがいまして、今回冠水しました再整備道路の冠水対策という

のは、都市局側で行います。 

 そして、綿打池周り、こちらは建設局が雨水貯留施設として活用してございますので、綿打

池周りの冠水対策に関しましては、建設局が分担いたします。 

 以上のような理由で、都市局、建設局で連携をしてございます。 

 それから、入札を建設局、都市局、一括でできないかということの御質問です。 

 まず、建設局の案件と一体で発注することに関しまして、建設局のほうと協議検討してまい

ります。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 公園管理課長。 

○公園管理課長 公園管理課でございます。 

 ナラ枯れ被害木の伐採の実施に当たっての地元の説明という部分でございますけれども、伐

採、薫蒸につきましては、作業を実施する旨の掲示を現地に行う予定でございます。 

 また、地元説明につきましては、例えば公園緑地の大部分を立入禁止にするですとか、そう

いった形で利用に著しく影響がある場合、あるいは公園緑地の周辺道路を通行止めする場合な

どにつきまして、必要に応じて行ってまいる予定でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 吉川委員。 

○委員（吉川英二君） ありがとうございます。３点お答えをいただきました。 

 バス停留所に関しては、屋根は設置する、ベンチは検討ということですので、駅前なので、

結構人も多いと思うので、スペースの関係もあると思いますけれども、引き続き御検討願えれ

ばと思います。 

 あと、２点目の千葉公園の整備、都市局、建設局さんで話し合って行っていると。全然、こ

れを否定するものじゃないんですけれども、物によっては例えば分けてやる、あるいは入札は

一緒にやるとかって、効率的もそうですし、先ほど言いましたけれども、期間とか、工事費用

とか、よりよい方法で進めていただければと思っています。 

 あと、３点目のナラ枯れに関しては、例えば自治会とか、地元に説明しても、必ずそんな話

を聞いていないよとかという方もいらっしゃると思いますので、丁寧に進めていただければと

思います。 

 以上です。ありがとうございます。 

○委員長（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 一括でお聞きします。 

 まず、海浜幕張のバス停留所の関係ですけれども、昨日、議案質疑で、市民病院との関係で

ちょっと質問したいんですけれども、この海浜幕張、いろんな方面から北口も含めてですけれ
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ども、バスが来ているということで、主に幕張方面からの乗り継ぎですね。市民病院へ行くの

に、わざわざ蘇我方まで移動することがないようにしてほしいなという、ちょっと意見もいた

だいているので、バス事業者との調整をしていただきたいと思うんですけれども、どうでしょ

うか。 

 あと、もう一つは、千葉公園の道路冠水の対策については、亀井委員が質問していただいた

んですけれども、私も実際、現地を見て、そんなに傾斜はなかったように思ったんですけれど

も、でも先ほどの御説明で今度切削するところが少し盛り上がって、それがせき止める原因に

もなっているということでもあったので、この部分を削ることによって、ほかの例えばすぐ近

くに公園プールがあるんですけれども、それへの影響とか、周辺に形状がこれまでと変わって

しまって不具合とか起きないのかどうか、そのあたりを聞いておきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（松坂吉則君） 交通政策課長。 

○交通政策課長 交通政策課でございます。 

 海浜幕張のバス停留所の件の御質問にお答えいたします。 

 先ほど御説明しましたとおり、現在各バス事業者に新たなバス停留所を活用したバス路線の

新設ですとか、見直しの検討をしていただいております。 

 そのため、令和７年度の供用開始に向けて検討の熟度は高まると思うのですけれども、同じ

ように乗り継ぎ利便性の確保などの具体的な協議調整につきましては、各事業者の検討の状況

に合わせまして、北口駅前広場や駅周辺の混雑緩和の効果なども考慮しながら、実施する必要

があると考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 公園建設課長。 

○公園建設課長 公園建設課でございます。 

 今回、雨水をせき止めておりました地盤高の高い部分で、地盤面を切削することに伴う影響

ということの御質問にお答えいたします。 

 まず、今回プール脇の既設沿道、部分的に地盤高の高いところがございました。今回、測量

を既に行っておりまして、今回切削することで、園路に必要なバリアフリー基準上の勾配です

とか、そういったものは全て基準内で収めることで対処可能ですので、今回切削することに伴

います影響ということはございません。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 千葉公園のほうは、形状から、かなりやっぱり雨水が集まる場所だ

なということも私も実感したので、今後被害が起きないように対策が取られるということで了

解いたしました。 

 以上です。 

○委員長（松坂吉則君） 向後委員。 

○委員（向後保雄君） １点だけです。 

 議案に対しては別に反対するわけじゃなくて、ちょっと確認のために聞きたいんですけれど

も、議案第133号の補正予算、千葉公園の再整備の件ですけれども、亀井委員とか、吉川委員
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のほうからも質問があったので、大体は理解したんですけれども、そもそも集水ますだとか、

横断側溝の設置については、あそこは当然すり鉢状なんで、こういうことあると想定できなか

ったのかということと、そもそもそういうことが想定できるんであれば、どこまで集中豪雨だ

とか、ゲリラ豪雨とか、いろいろ今大きな災害があるので、１時間に何ミリ程度までは大丈夫

だというような整備はされているのか、ちょっとその辺について聞きたいんですけれども。 

○委員長（松坂吉則君） 公園建設課長。 

○公園建設課長 公園建設課でございます。 

 千葉公園再整備に伴いまして、あらかじめその想定ができなかったのかという御質問にお答

えいたします。 

 この地域、先ほども申し上げましたように、地形的に周辺から水が集まりやすい形状、さら

に今回の降雨量でございますけれども、台風13号の際の降雨量、令和元年10月25日の降雨量と

比較しまして、千葉公園に近い地点、稲毛区役所地点の比較してございます。１時間雨量で比

較しますと、37.5ミリに対して今回61.5ミリ、それから24時間雨量163ミリに対しまして、今

回199.5ミリということで、降雨量が非常に大きかったということを申し上げることができま

す。今回、特に降雨量が多かったということと、地形的に周辺から水が集まりやすい形状とい

うことで、さらには防災上の位置づけ、指定緊急避難地区、ごめんなさい…… 

○委員長（松坂吉則君） ちょっといいですか。予測ができなかったのという話をしているん

だけれども。（「造るときに」と呼ぶ者あり）そう、造るときに予測できなかったですかという

話を質問しているので、それ以外のことを答弁してもしようがないので。 

○公園建設課長 申し訳ございません。（「予測ができなかったということだよね。」と呼ぶ者

あり）浸水被害が生じるということまでは、想定はしておりませんでした。 

○委員長（松坂吉則君） 下水道施設部長。 

○下水道施設部長 下水道施設部でございます。 

 この地区につきましては、従来、一番最初のときは50ミリという形で設定されていまして、

その後、我々も近年の降雨に対して53.4ミリまでは引き上げてございます。ますます降雨が強

くなってきて、今65.1ミリに対応すべく今工事を進めているところでございますが、その整備

にはまだちょっと時間を要するという形になっております。 

 先ほどありましたように、貯留量を増やすという話もありましたが、それまで待っていられ

ないというか、今回の浸水被害を受けて、池の容量を増やしたりとかしています。 

 事業そのものは、今も現在進行形でやっているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 向後委員。 

○委員（向後保雄君） 分かりました。 

 予測できないことも当然あるんだけれども、今後も市民の安心・安全思えば、相当ハードル

の高いもので設定していかなければ駄目だということを認識しなければ駄目だと思いますよ。 

 こういうふうになったから対応するということで、当然対応しなければいけないので、それ

は当たり前のことなんですけれども、できるだけ事前に他部局とも協議しながら、しっかりと

対応していただきたいと、そういうことで。議案に対して別に反対するわけじゃないので、今

後そういうふうに対応していただきたいなという思いだけ申し上げておきます。 
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○委員長（松坂吉則君） 建設局長。 

○建設局長 すみません。私ども土木部で、このような道路整備をするときに、私どもも協議

をしております。 

 先ほど来説明しておる降雨量を想定して設計のほうはしておるんですが、今回は想定外の雨

であったこと、それから今うちの下水道施設部長が説明したとおり、全体的には議案第137号

でもあるんですが、雨水対策をやっていること、あとは地形上で私たちが予測できないところ

がちょっとあったというところで、非常に雨って上のほうから本管のほうに落とすんですけれ

ども、そういったものもちょっと足らなかったというようなことがありますんで、委員おっし

ゃるように、もう少しその周りを私どもも把握しながら地形だとか、そういったものを把握し

ながら、今後その協議をしていきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（松坂吉則君） 小松﨑委員。 

○委員（小松﨑文嘉君） 今回は冠水地域のテニスコート兼駐車場と、それから公園プールの

ところ、利用方法が決まっていたら教えてもらって、決まっていなかったら決まっていないと

いう答えで結構です。お願いします。テニスコート兼駐車場になっているところありますよね。

ここと公園プールの利用方法が決まっているか決まっていないか。決まったら決まっている用

途だけ教えてください。 

 以上です。 

○委員長（松坂吉則君） 公園緑地部長。 

○公園緑地部長 公園緑地部でございます。 

 まず、青色の塗られているテニスコート兼駐車場のところは、ここは現在今整備を進めてい

るところですが、公園の駐車場として利用していく予定であります。プール……（「端的でい

いですよ」と呼ぶ者ふり）済みません、プールの部分につきましては、既存のままプールで活

用していく予定でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 小松﨑委員。 

○委員（小松﨑文嘉君） そうしたら、プールはこのまま使うということですけれども、そう

するとこの駐車場兼テニスコートのところは、この地形上どうしても、先ほど想定すべきだと

いう意見もあるんですけれども、私は人が住んでいるところは、そのくらいすべきだと思うん

だけれども、ここは人が住んでいないんですよ。ただ、通る人は通るんで、できればこの駐車

場を整備するときに、この対策も必要なんですが、地形上これが流れ切るまでの間というのが、

わっと降るときつい場合があるんですよね。なので、この下に調整池をしっかり想定よりちょ

っと大きめに造ったほうがいいんじゃないかなということだけ意見して終わりです。 

 以上です。 

○委員長（松坂吉則君） それでは、意見が出そろったようなので、議案第133号・令和５年

度千葉市一般会計補正予算中所管について、お諮りいたしたいというふうに思います。 

 原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

[賛成者挙手] 

○委員長（松坂吉則君） 賛成全員、よって、議案第133号は原案のとおり可決されました。 

 それでは、説明員の入替えをお願いいたします。 
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[都市局退室、建設局入室] 

 

議案第134号審査 

○委員長（松坂吉則君） 次に、議案第134号・令和５年度千葉市農業集落排水事業特別会計

補正予算について議題といたします。 

 当局の説明をお願いいたします。建設局長。 

○建設局長 続きまして、議案第134号につきまして、下水道施設部長より説明させますので、

よろしくお願いします。 

○委員長（松坂吉則君） 下水道施設部長。 

○下水道施設部長 下水道施設部でございます。着座にて説明させていただきます。 

 議案第134号・令和５年度農業集落排水事業特別会計補正予算について説明させていただき

ます。 

 なお、補正予算書では33ページから34ページになりますが、建設局議案説明資料にて説明さ

せていただきます。 

 資料の７ページを御覧ください。 

 初めに、１、歳入歳出予算の増額補正でございます。 

 （１）国費の内示増に伴う増額補正です。 

 アの補正理由ですが、国費の内示額増に伴い、令和６年度実施予定の事業を前倒しして実施

するため増額補正を行うもので、併せて繰越明許費を設定するものでございます。 

 イの補正額ですが、3,800万円でございます。 

 ウの内訳ですが、事業名は農業集落排水施設整備事業で、内容は野呂地区の舗装復旧工事な

どを行うものであり、補正額は3,800万円でございます。 

 補正額の括弧内は、補助対象事業費を示しておりまして、事業ごとの財源内訳につきまして

は、表の右に記載のとおりでございます。 

 なお、県の間接補助となることから、財源内訳は県費となっております。 

 続きまして、２、繰越明許費の補正でございます。 

 （１）補正理由及び補正額ですが、補正額は２億1,800万円でございます。 

 事業名は農業集落排水施設整備事業で、内容は中野和泉地区の管路施設築造工事などを行う

ものであり、関係者との調整に不測の日数を要したことなどにより、年度内での完了が困難と

なったことから、繰越明許費の補正をお願いするものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） それでは、質疑に入りたいと思います。吉川委員。 

○委員（吉川英二君） １点だけです。 

 ２の繰越明許費の補正で、理由に関係者との調整に不測の日数を要したためってあるんです

けれども、これについて具体的に教えてください。 

○委員長（松坂吉則君） 下水道整備課長。 

○下水道整備課担当課長 下水道整備課、市原でございます。よろしくお願いします。 

 処理場を廃止するために、財産処分という手続を行う必要がございまして、こちらが国への

手続となってございまして、その手続に時間を要したものでございます。 
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 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 吉川委員。 

○委員（吉川英二君） 理解しました。ありがとうございます。 

○委員長（松坂吉則君） ほかになければ直ちに採決に入りたいと思います。 

 お諮りいたします。議案第134号・令和５年度千葉市農業集落排水事業特別会計補正予算に

ついて、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

[賛成者挙手] 

○委員長（松坂吉則君） 賛成全員、よって、議案第134号は原案のとおり可決されました。 

 

議案第137号審査 

○委員長（松坂吉則君） 次に、議案第137号・令和５年度千葉市下水道事業会計補正予算に

ついて議題といたしたいと思います。 

 当局の説明をお願いいたします。建設局長。 

○建設局長 続きまして、議案第137号につきまして、引き続き下水道施設部長より説明させ

ていただきます。どうぞよろしくお願いします。 

○委員長（松坂吉則君） 下水道施設部長。 

○下水道施設部長 下水道施設部でございます。着座にて説明させていただきます。 

 議案第137号・令和５年度下水道事業会計補正予算について説明させていただきます。 

 なお、補正予算書では62ページから63ページになりますが、建設局議案説明資料にて説明さ

せていただきます。 

 資料の９ページをお願いいたします。 

 初めに、１、収入支出予算の増額補正。 

 （１）災害対策に伴う増額補正でございます。 

 アの補正理由ですが、令和５年９月８日の台風13号により浸水した箇所において、浸水被害

の軽減と対策の強化として、雨水貯留施設などの機能強化を図るため、増額補正を行うもので

ございます。 

 イの補正額ですが、8,800万円でございます。 

 ウの内訳ですが、１の事業名、下水道管渠改良事業は、千葉公園内の雨水貯留施設の改良工

事を行うもので、補正額は6,300万円、補正内容などにつきましては、10ページを御覧くださ

い。 

 千葉公園は、大雨時に近隣の雨水を園内に貯留する機能を有しておりまして、出入口の横引

きゲートを閉めることで、綿打池を含めた黄色の範囲を園内貯留施設として活用しております。

千葉公園から雨水が溢水し、周辺道路にあふれ、一部の建物で床下浸水があったことから、綿

打池の常時の水位を下げるとともに、横引きゲートのかさ上げや、南門の園路の高さを上げる

などにより、貯留範囲を赤色のエリアを含めた範囲まで拡大いたします。これにより貯留量の

増加を図るもので、左下の①は横引きゲート、②は園路の状況を撮影したものでございます。 

 千葉公園の浸水対策につきましては、先ほどありましたとおり、都市局と連携して対応して

いきたいと思っております。 

 ９ページにお戻りください。 
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 表２の下水道管渠布設事業は、坂月第２調整池へ路面排水を取り込むための取水施設の増設

を行うもので、補正額1,000万円、補正内容などにつきましては、11ページを御覧ください。 

 図面左上の写真①、②のように、右側にある調整池が満水となる前に道路冠水が発生してい

ることから、図面に赤字で示しておりますとおり、坂月第２調整池の北側に２か所、南側に１

か所、路面排水を速やかに調整池へ流すための取水施設を現在の１か所から４か所に増設する

ものでございます。 

 ９ページにお戻りください。 

 ３の浸水対策事業は、仁戸名東排水区の雨水施設計画策定を行うもので、補正額1,500万円

でございます。 

 補正内容などにつきましては、12ページを御覧ください。 

 図面中央の水色の箇所で、左下写真①、②のように浸水被害が発生したため、令和６年度実

施予定の計画策定業務を前倒しして、早期に対応を図るものでございます。 

 ９ページにお戻りください。 

 事業ごとの財源内訳につきましては、表の右に記載のとおりでございます。 

 13ページをお願いいたします。 

 続きまして、２、継続費の総額及び年割額の増額並びに期間の補正で、（１）南部処理区下

水道整備事業宮崎雨水でございます。 

 アの補正理由ですが、土壌汚染の再調査による汚染土量の増加や追加の地盤改良などにより、

事業費の増額や工期の延期が必要なことから、継続費の総額、年割額及び期間の補正を行うも

のでございます。 

 イの補正額と補正後の期間ですが、補正額10億2,700万円、補正後の期間は令和３年度から

令和５年度を令和３年度から令和７年度に延ばすものでございます。 

 ウの補正額の内訳ですが、表の左ほど補正前の総額欄を御覧ください。 

 継続費を設定済みの令和３年度の５億100万円、４年度の９億6,200万円、５年度の６億

1,000万円に加え、表の右ほど増減の総額欄にあります令和５年度に８億5,500万円、６年度に

１億500万円、７年度に6,700万円の追加をお願いするものでございます。 

 参考に、宮崎雨水の位置図を14ページに添付しております。 

 続きまして、（２）中央処理区下水道整備事業弁天雨水でございます。 

 アの補正理由ですが、設計内容の精査を行い、経済的な工法を採用したこと、またその検討

に時間を要したことや入札中止などにより工期が不足することから、継続費の総額、年割額及

び期間の補正を行うものでございます。 

 イの補正額と補正後の期間ですが、補正額は６億2,800万円の減額、補正後の期間は令和４

年度から令和６年度を令和４年度から令和８年度に延ばすものでございます。 

 ウの補正額の内訳ですが、表の左ほど補正前の総額欄を御覧ください。 

 継続費を設定済みの令和４年度の３億7,400万円、５年度の12億9,800万円、６年度の19億

5,600万円から、表の右ほど増減の総額欄にあります令和５年度７億3,000万円、６年度13億

5,300万円を削減し、新たに令和７年度に７億2,800万円、８年度に７億2,700万円の追加をお

願いするものでございます。 

 参考に、弁天雨水の位置図を15ページに添付しております。 
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 説明は以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 一問一答でやります。 

 まず、坂月第２調整池の関連で、今回、取水施設の増設を行い、また拡張分の新設を行われ

るということで、これによる効果について伺います。 

○委員長（松坂吉則君） 雨水対策課長。 

○雨水対策課長 雨水対策課、鴇田です。よろしくお願いいたします。 

 まず、取水施設の増設による効果でございますが、先ほどの説明のとおり、調整池がいっぱ

いになる前から路面冠水をしているという状況ありますので、その調整池に余裕がある際に、

路面排水がスムーズに調整池に流れ込むようにするもので、路面冠水の深さが浅くなるですと

か、冠水した際の水の引きが早くなるなどの効果があると考えております。 

 それから、拡張分の新設による効果につきましては、調整池の全体的な貯留量が約１万立米

増加いたしますので、大雨時の浸水被害の軽減効果があると考えております。 

 以上です。 

○委員長（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 現地は、私は何度か行ったことあるんですけれども、ここは低地部

でやっぱり水が集中しやすい土地柄ではないかなと思うんですけれども、この低地部にお住ま

いの方への例えば避難路をこれまで検討されてきたのか、また設置も考えはあるのかどうか伺

います。 

○委員長（松坂吉則君） 若葉土木事務所長。 

○若葉土木事務所長 若葉土木事務所、松川です。よろしくお願いします。 

 低地部にお住まいの方の避難路については、当時、低地部の住宅に隣接する調整池と反対側

に公共用地があるんですが、そこを活用しての避難路というのを提案いたしました。ただ、そ

の公共用地がかなり傾斜になっている関係で、通路を整備することによって、住宅内への雨水

流入が増加するのではないかという懸念により、地元の方の賛同が得られなかったという経緯

がございます。 

 以上になります。 

○委員長（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） かつて、たしかのり面もたしか壊れたというか、した状況もあった

ので、恐らく水が多分来やすい場所であるから、そういった住民の皆さんもなかなかというこ

とがあったのかと思います。 

 次に、仁戸名東の排水区について伺いますけれども、この場所も令和元年の台風と今回の台

風によって被害が出たと伺いますけれども、冠水させないための対策というのはどのようにさ

れるのかということと、併せてこの効果で住民が安心できるのか、２点伺います。 

○委員長（松坂吉則君） 総合治水課長。 

○総合治水課長 総合治水課、林です。 

 まず最初に、冠水させないための対策についてですが、今回の補正の委託により短期で実施

可能な対策の検討と、現在行っている支線都川の改修を踏まえ、仁戸名東排水区の効果的な施

設計画を検討してまいります。 
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 次に、対策による効果で住民のほうが安心できるのかという御質問ですが、安全・安心なま

ちづくりに向けまして、短期で実施可能な対策や、今回策定いたします施設計画に基づく対策

を進め、浸水被害を軽減させることにより、住民の不安感を少しでも和らげられることができ

るよう努めてまいります。 

 以上です。 

○委員長（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 実施可能な対策ということで、先ほど来から出ているように、想定

を上回る雨量があるということもありますので、できるだけ対策を入念にやっていただきたい

ということです。 

 次に、南部処理区の下水道整備事業についてなんですけれども、第１期工事が行われて、Ｊ

Ｒ蘇我駅も冠水被害が生じていたということなんですけれども、この第１期工事による効果に

ついても伺いたいと思います。 

○委員長（松坂吉則君） 雨水対策課長。 

○雨水対策課長 雨水対策課です。 

 蘇我駅の東口周辺は、やっぱり大雨時に度々大きな浸水被害が発生しておりました。しかし、

今年９月の台風13号の大雨では、路面冠水は発生いたしましたが、大規模な浸水は発生してお

らず、整備による効果はあったものと考えております。 

 以上です。 

○委員長（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） また、２期工事が今回工事箇所ということなんですけれども、これ

についても得られる効果はどのようになるんでしょうか。 

○委員長（松坂吉則君） 雨水対策課長。 

○雨水対策課長 雨水対策課です。 

 ２期工事が完成することによりまして、今よりもさらに7,300立米の貯留量が増加するとい

うことから、より安全度が向上すると考えております。 

 以上です。 

○委員長（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 最後になりますけれども、全体として例えば今回の台風によって

様々被害が出た中で、ほかの冠水対策が必要な箇所というのはどのぐらい残っているんでしょ

うかということを聞いて終わりにします。 

○委員長（松坂吉則君） 総合治水課長。 

○総合治水課長 総合治水課、林です。 

 今回の台風13号に伴う大雨、台風に伴う大雨による被害では、市内で床上浸水11件、床下浸

水23件となっております。 

 今現在、既に整備を進めている箇所が５件、新たに検討を要する箇所が15件、そこと施設の

施設改良を行う箇所が３件と、またそのほかの箇所については低地部であったり、私道であっ

たりと、さらに計画を超えるような降雨であったことから、今後の課題であると考えておりま

す。 

 以上です。 
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○委員長（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 以上で終わります。 

○委員長（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） 一問一答でよろしくお願いします。 

 最初に、千葉公園のほうになります。 

 議案第133号でも申し上げたんですけれども、９月議会でも取上げさせていただいて、早期

にこの対応いただきまして、まずもって感謝を申し上げたいと思います。よろしくお願いした

いと思います。 

 それで、都市局さんと連携してやるということで理解はしたところなんですけれども、建設

局さんのほうは、この横引きゲートのかさ上げということと、園路があそこちょっと勾配があ

ると思うんですけれども、上げるということなんですけれども、これはどの程度かさ上げと園

路を上げるというか、工事をされるのかということと、今回については水が外に行かないよう

にということだと思うんですけれども、それぞれこうなるよということがあれば、ちょっと教

えていただければと思います。 

○委員長（松坂吉則君） 下水道維持課長。 

○下水道維持課長 下水道維持課、石黒です。よろしくお願いします。 

 （図面を用いて説明）図面で説明させていただきます。 

 今回のかさ上げ工事なんですけれども、現在の高さがこちらになりまして、横引きゲート等

を15センチ上げることによって、こちらでその部分で4,000トンの水をためるというふうにな

っております。 

 また、現在の水位がこちらでして、こちらに水門があるんですけれども、水門のゲートを下

げて、水位を下げることによって20センチ水位を下げられますので、2,000トンの貯留ができ

ることから、全部で6,000トンの貯留ができるということで、効果としましては6,000トンの水

をためられるというふうなことで、浸水被害の軽減につながると考えております。 

引き続き、園路なんですけれども、こちらが南門の入り口でして、南門の入り口から今現在

ここなんですけれども、34センチ上げたところなんですけれども、南門から大体17メーターぐ

らい行ったところで、実際今現在、勾配が綿打池のほうに向かって下がっておるんですけれど

も、それを逆勾配にしまして、一番上げるところで南門から17メーター行った辺りのところで

55センチ上げて、こちらの部分で貯留をするというような考えになっております。 

こちらのほうはゲートの高さときちんと同じような形でそろえていって、貯留量を図るもの

でございます。 

 それとあと、園路の話、少し17メーターとかいろんな話、数字が出たんですが、こちらのほ

うはバリアフリーの基準に合致する形での勾配を取ろうと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） 分かりました。後ほどまた詳しく教えていただければということでお

願いしたいと思います。 

 それで、そうした今取組を進められるということで理解をいたしました。 

 そういう中で、例えば池のほとりにはカフェハウスのカフェ・ハーモニーさんがあると思う



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

－23－ 

んですけれども、ちょっと浸水被害とかがあったかと思うんですけれども、カフェ・ハーモニ

ーさんの今後の浸水というのはどうなっていくとお考えか、ちょっと伺っておきたいと思いま

す。 

○委員長（松坂吉則君） 下水道維持課長。 

○下水道維持課長 下水道維持課です。 

 カフェ・ハーモニーなんですけれども、浸水の深さがまたちょっとさらに今回貯留量を増や

すことで増加しますが、そのために公園部局のほうで、防水板の設置等を予定しております。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） そちらは分かりました。公園部局のほうでということで、また確認し

ておきたいと思います。 

 それから、仁戸名と宮崎は、先ほど佐々木委員のほうからお話ありましたので、分かりまし

たので、聞きません。 

 最後に、弁天雨水のほうに関しましては、継続費の今回補正がありまして、経済的な工法を

導入されてということで、変更があって、金額も大分節減をされておりますけれども、この間

どんな検討されて、こういう結果になったのかということと、今後の整備とか、完成の見通し

について、再度伺っておきたいなというふうに思います。 

○委員長（松坂吉則君） 雨水対策課長。 

○雨水対策課長 雨水対策課です。 

 （図面を用いて説明）図面で説明させていただきます。 

 当初の雨水貯留槽をどういったものを設置するかという検討の中では、宮崎とか、ほかで使

っておりますコンクリートの二次製品を設置しまして、その下を地盤改良を行って設置すると

いう形で考えていました。 

 そうしますと、ここの支持層という硬い地盤まで地盤改良を行わなければいけないというこ

とで、そうしますとこの地盤改良に多額の費用がかかるということが判明したわけです。それ

で、ちょっと方針を現場打ちの層というもので考えたらどうかということで検討した結果、こ

この現場打ちのコンクリートで、今回、圧入オープンケーソンという工法なんですけれども、

この緑の円筒形の筒を現場で８ロット、大体４メーターぐらいの高さずつで、現場打ちで造っ

たものを段々に下に下げて、沈下させてこういう層を造っていくという工法に方針を変えたと

ころでございます。 

 それによりまして、今回補正の対象となっておりますこの弁天雨水の完成時期なんですが、

今のところ令和８年度中に本体を完成させる目標でおります。その後、９年度、10年度で、今

度このたまった水を排出するポンプの電気機械の設備ですとか、この中の附帯設備等を行いま

して、11年度に一応供用する今目標で進めてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） 図面を用いて、具体的にありがとうございました。専門家じゃないの

で、分かんない部分もありますので、また後ほどいろいろ伺うこともあるかもしれませんけれ

ども、よろしくお願いしたいと思います。 
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 雨水の対策については、大変この間ずっと想定を超える降雨もある中で、この地区におきま

しては対応いただいておりまして、15ページの地図を見ていただきますと、右側の浸水箇所は

私の地区なんですけれども、私もこの丸の中に住んでおりますけれども、この間ずっと対応い

ただいて、椿森であるとか、弁天だとか、かつては浸水があったところは改善を図られており

ますので、本当にこの間の皆さんの取組のおかげだと思っております。 

 なかなかまだまだ想定を超える部分で難しい部分があったり、先ほど地形的に大変な部分も

あるということなんですけれども、時間はかかるかと思いますけれども、引き続きの取組に期

待を申し上げて、頑張っていただければと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） いいですか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○委員長（松坂吉則君） それでは、ほかに御発言がなければ、採決いたします。 

お諮りいたします。議案第137号・令和５年度千葉市下水道事業会計補正予算について、原

案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

[賛成者挙手] 

○委員長（松坂吉則君） 賛成全員、よって、議案第137号は原案のとおり可決されました。 

 それでは、説明員の入替えをお願いいたします。 

[建設局退室、都市局入室] 

 

議案第145号審査 

○委員長（松坂吉則君） それでは、次に、議案第145号・千葉市空家等及び空地の対策の推

進に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

 当局の説明をお願いいたします。都市局長。 

○都市局長 都市局でございます。 

 議案第145号・千葉市空家等及び空地の対策の推進に関する条例の一部改正につきまして、

都市部長より御説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（松坂吉則君） 都市部長。 

○都市部長 都市部でございます。 

 説明は都市局議案説明資料で説明をさせていただきます。 

 10ページをお願いいたします。着座にて失礼をいたします。 

 千葉市空家等及び空地の対策の推進に関する条例の一部改正でございます。 

 １、改正の趣旨ですが、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正により、空き家等

のうち適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等に該当するこ

ととなるおそれがある状態として、市が認めるものを管理不全空家等と規定し、市が指導勧告

できる仕組みが創設されたことから、管理不全空家等の内容を管理不全な状態の定義等に追加

するほか、法改正に伴う規定の整備を図るため、条例の一部改正をするものでございます。 

 中ほどの図にありますように、右側に示す悪い状態に当たります特定空家等の発生を未然に

防止するため、その手前の段階の管理不全空家等に対し指導勧告を行うことで、状態の悪化の

防止を図ることとしたのが、このたびの法改正の内容の一部となっております。 
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 ２、改正の内容ですが、（１）定義につきまして、管理不全な状態に管理不全空家等の状態

を追加いたします。 

 次に、（２）警察署との連携として、市から警察署に対し情報提供できる空家等に管理不全

空家等を追加するものです。 

 また、（３）条ずれの修正は、法改正による引用条文の条ずれの修正を行います。 

 ３、施行期日は、この条例の公布の日から施行といたします。 

 以上が改正案の概要でございます。 

 11ページから13ページまでは、新旧対照表です。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） それでは、質疑等がありましたら、よろしくお願いいたします。守

屋委員。 

○委員（守屋 聡君） 一括です。 

この改正についてどうのこうの言うことはなく、賛成なんですけれども、ちょっと余計なあ

れですけれども、ここに書いてある警察との連携というのは、具体的にどういうものかという

のと、これは実際、今、私の地域でも空き家、ちょっといろいろ取り沙汰されて問題になって

いるんですけれども、実際、今、区役所のほうで地域づくり支援課が動いていると思うんです

けれども、都市安全課と地域づくり支援課との連携をどうされるのかというのが２点目です。 

 それから、トータル的になりますけれども、この条例改正を踏まえて条例は立てつけですか

ら、具体的に実際地域のこういう問題点をどう対策を講じていくのかというのが３点目です。 

 最後に、空き家をこれかなり件数も、これ今後増えていくと思うんですけれども、これ１軒

１軒確認するというのは大変な作業だと思うんですけれども、これに対して全部は無理だとは

思いますけれども、どういう形で対応されるのか、この４点をお聞きします。 

○委員長（松坂吉則君） 都市部長。 

○都市部長 まず、１点目、警察署との連携でございます。 

 想定しておりますケースは、空き家等の中での所有者の安否確認ですとか、あるいは空き家、

あるいは敷地内で子供のたまり場になっているような場合、そういったところに協力を仰ぐと

いうようなことを想定しております。 

 提供する情報としましては、空き家の所在地ですとか、特定空家など、そういった分類など

必要最低限の情報提供をしていきたいと思っております。 

 続きまして、区の地域づくり支援課との連携とか、体制というお話ですけれども、現在空き

家等に関する相談につきましては、第一義的には区のほうでお受けしております。所有者の調

査、あるいは現地の調査、初動対応を区のほうで行っております。 

 また、段階が進みまして、特定空家等に対する指導等になりますと、区と都市安全課のほう

で連携して対応しているという状況です。 

 今後、御相談など件数が増えるんではないかというふうに思っておりまして、今後の業務の

処理体制については、区のほうと私どものほうとで協議調整をしているところでございます。 

 それと、条例改正を踏まえた対策というところでございますが、このたびの法改正で、これ

までの特定空家に加えまして、管理不全空家も指導勧告の対象ということになりました。 

 また、勧告を受けた場合は、地方税法上の固定資産税の住宅用地特例の対象から除外される
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ことになりますので、こういったことが所有者等への意識づけも働いてくるのかなと思ってお

ります。 

 そういった中で、これまでの特定空家に対する取組と合わせて、管理不全空家への措置とい

うのを法に基づいてしっかりとやっていくことで所有者の自主的な適正管理というのを一層促

して、これ以上悪い状態にしないという状況にして、空き家を流通させていく、活用させてい

く、そういった方向につなげていって、この空き家等対策というのを取り組んでいきたいと思

います。 

 それと、空き家の確認、非常に数が多いんではないかというお話でございます。 

 空き家のうち賃貸の目的ですとか、売買の目的でなくて無目的で空き家になっているもの、

こういったものの中の管理不全な状態、こういったものが非常にそのままになっているのがよ

くないかなと思っていまして、その把握が大事だと思っております。 

 現在のところ、区役所のほうに市民、近隣住民の皆様からお問合せを受けて、その現地確認

をしながら、そういったものを把握しているというところなんですけれども、今後その管理不

全空家に関しては、国のほうで判定基準といいますか、そういったものが示される予定になっ

ております。それを踏まえて市独自の基準をつくって、判定していくということになりますの

で、まずはそういったところをしっかりやっていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） はい、どうぞ。 

○委員（守屋 聡君） ありがとうございました。 

 本当、先ほども言いましたように、私の地元では、こういう問題が非常に取り沙汰されてお

りますので、大変だと思いますけれども、あと区の方の人数の問題もありますので、我々も委

員会としてのテーマで空き家対策ということで、視察も行ってまいりましたので、ぜひとも具

体的なところで策を講じて、何とか対策を市としても今後講じていっていただきたいなと思い

ます。 

 以上です。 

○委員長（松坂吉則君） ほかに。佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 一問一答でお願いします。 

 まず、今回の改正によって管理不全空家等についても指導勧告できるということなんですが、

国からガイドラインがまだ示されていないということなんですが、いつ頃示されるのか、お示

しください。 

○委員長（松坂吉則君） 都市安全課長。 

○都市安全課長 都市安全課でございます。 

 今の御質問でございますが、管理不全空家等の措置に関しますガイドラインでございます管

理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針につき

ましては、令和５年12月13日の法改正に合わせて示される予定となっております。 

○委員長（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 12月13日ということで、その後の千葉市としての基準をつくってい

くとは思うんですが、そのスケジュール的なものもお示しいただけますか。 

○委員長（松坂吉則君） 都市安全課長。 
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○都市安全課長 都市安全課でございます。 

 市民や近隣住民などからの問合せや相談等によりまして、空き家を把握し、国のガイドライ

ンを踏まえました本市の判定基準を設定した上で、管理不全空家等と認定把握してまいりたい

と考えております。 

 体制や予算につきましては、区とも協議調整しているところでございます。 

 なお、これまでに既に対応して特定空家等に該当していないものにつきましては、今後その

判定基準に基づきまして、再調査を行いまして、該当の有無の作業を進めることといたしてお

ります。 

 以上です。 

○委員長（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） スケジュール的なものをちょっと聞いたわけなんですけれども。 

○委員長（松坂吉則君） 都市部長。 

○都市部長 国のほうでガイドラインが示されたら、まず内部的に管理不全空家に対する市の

判定基準というのをつくってまいります。その後、実際にそのルールを決めるのにも一定の期

間を要すると思っています。したがいまして、できるだけ早い時期にそういったものを決めて、

年度の早いうちに管理不全空家に対する新しい取組というんですか、アプローチが開始できる

ように考えてまいりたいと思います。 

○委員長（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 先ほど守屋委員からもあった区役所の地域づくり支援課の対応も、

もちろん必要だとは思うんですけれども、全庁を挙げてということだと思うんですが、区役所

だけにはならないとは思うんですけれども、その対応は現場からすると、いろんな市民と接す

る機会も多いということで、なかなか大変だということも伺ってはいるんですけれども、一方、

本庁の都市安全課の体制などもやっぱり厚くしていく、そのための予算化などもやっぱりして

いかなければいけないと思うんですけれども、そのあたりの見解を伺います。 

○委員長（松坂吉則君） 都市部長。 

○都市部長 やはりかなりこういった御相談もこれから増えてくると思っておりますし、また

新たに管理不全空家に対する業務というのも増えるということで、全体のボリュームは増える

と思っています。 

 そういったことを円滑に動かすための仕組みといいますか、業務処理体制というのは、現在

も今、区と私ども話合いをしながら、どういったやり方が、体制を組むことがいいのかという

ところは検討しているところでございます。そういった業務が円滑に進むように、検討を深め

てまいりたいと思います。 

○委員長（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 市民にとってもやっぱり空き家の問題というのは、今もそうですけ

れども、今後本当に大きく影響してくるものなので、しっかりと今回の条例の改正も含めて、

市民の皆さんに広く知らせて理解してもらって、空き家対策を単なる批判だけではなくて、や

っぱりどういった形で有効活用が図られるかも含めて、対応していただきたいということで終

わります。 

 以上です。 
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○委員長（松坂吉則君） いいですか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○委員長（松坂吉則君） それでは、発言がなければ採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第145号・千葉市空家等及び空地の対策の推進に関する条例の一部

改正について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

[賛成者挙手] 

○委員長（松坂吉則君） 賛成全員。よって、議案第145号は原案のとおり可決されました。 

 

発議第９号審査 

○委員長（松坂吉則君） 次に、発議第９号・千葉市公共交通利用促進条例の制定についてを

議題といたします。 

 審査の方法でございますが、まず提案者であります佐々木委員から提案理由を聴取した後、

各委員から提出者に御質疑をお願いいたします。 

 なお、質疑に際し、必要により当局の補足説明を求めたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 また、提出者におかれましては、答弁は簡潔にお願いするとともに、御意見がある場合はほ

かの委員の質疑終了後にお願いいたします。 

 それでは、佐々木委員から説明をお願いいたします。 

○委員（佐々木友樹君） 千葉市公共交通利用促進条例の提案をした理由について、今議会冒

頭に椛澤洋平議員から提案させていただきましたが、かいつまんでといいますか、提案をさせ

ていただきます。 

 今回の条例は、市、市民、事業者及び公共交通事業者の責務を明らかにし、公共交通の維持、

充実、利用の促進に関する施策の基本となる事項を定めて、公共交通の維持、充実、利用の促

進を図るための施策を計画的に推進することにより、市民が公共交通により円滑に移動するこ

とが可能な地域社会の実現を目的とするものであります。 

 この間、報道等にもありますけれども、やはりバスの運転手の確保ですとか、それに伴うバ

スの減便、廃止などがされており、市民生活に深刻な影響が出ております。 

 つい先日も新聞報道にありましたけれども、運転手不足から花見川区のにれの木台から美浜

区の稲毛海岸駅を結ぶ路線が当面運休するということで、事業者さんも運転手不足が解消すれ

ばすぐに再開したいというお考えはあるんですけれども、その見込みが立っていないという状

況にあります。 

 とりわけ、やはり高齢者や障害者、またお小さなお子さんがいる方など、こうしたほかに交

通手段を持たない交通弱者に多大な影響が与えられておりまして、特に高齢者については外出

を減らすことは、やはり地域経済ですとか、健康増進の面でも大きな影響が及ぶことから、国

や、また千葉市からの公共交通の維持充実に対する財政支援の拡充は必要不可欠であると考え

ております。 

 また、千葉市においては、現在10社の民間バス事業者によって地域公共交通が担われており

ますが、バス路線を維持するための赤字補塡をする補助金の制度はないわけでありまして、こ

のバス路線の維持を民間事業者に任せるだけではなく、やはり市と事業者が緊密に連携するこ
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とが重要でありまして、実効性ある支援策も求められております。 

 また、この地域公共交通を維持していくためには、やはり市民のほうにも利用してもらう、

これが必要でありまして、千葉市はかつて敬老乗車券事業がありましたけれども、これが廃止

をされております。 

 ただ、今20政令市中14市で敬老乗車券、この敬老パスというものが導入されておりまして、

高齢者を中心とした利用促進策を図っております。 

 これ以上やはりバス路線が廃止になったりとか、減便を食い止めていかなければ、地域は衰

退するのではないかと危惧します。そのために、やはり公共交通の維持、そのための財政支援

や運転手確保の支援、公共交通の利用促進策を進めて、市民の移動の権利を守れる千葉市をつ

くっていこうではないかという提案でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） それでは、小松﨑委員。 

○委員（小松﨑文嘉君） 佐々木委員に一問一答で質問させてもらいます。 

 これ非常に私も個人的にも、恐らく会派の中でも、バスというのは、これは非常に大きな問

題だと思っています。 

 我々ができることというのは、理念条例をつくること、もしくは具体的対策を立てることな

んですよね。私個人としては、具体的対策が今非常に重要だと思っています。じゃ、この理念

条例をやるべきか、やらざるべきかということになると思うんですよね、話としては。 

 一つ、私なんかは、バスであればバス事業者のいろんな部署に確認をして、運転手をしてい

る人にも確認をして、様々交通問題に取り組んできたんですけれども、佐々木委員、もしくは

共産党さんのほうで、バス事業者、それから民間の方、どういった部門の方に、運転手さんで

あったり、どういうところの方にお聞きして、こういう理念条例というのは、恐らく普通の場

合は何年か調べて、協議を重ねてつくっていくものだと思うんですけれども、やっていたのか、

ちょっとお聞きしたいと思います。 

○委員長（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 具体的にバス事業者さんからの意見聴取という形では、私どもやっ

てはおりません。 

 ただ、一方の利用される市民の方からは、やっぱりバスが利用しづらくなったという声が大

きいものですから、そういった形で、実際に利用されている市民からの声を聞いた中での、今

回この対策を進めなければいけないということで、提案をさせていただきました。 

○委員長（松坂吉則君） 小松﨑委員。 

○委員（小松﨑文嘉君） ありがとうございます。 

 次に、こういう条例をつくるに当たって、今まで千葉市はどんなことをしてきたかというこ

とが大事だと思うんですよね。特に、コロナにかこつけてと言ってはいけないんですけれども、

バス路線の補充だとか、運転手の育成とか、それからビッグデータの提供、そういったことは

されてきたと思うんですけれども、その辺についての評価というのは、発議をされた方として

はどのような評価をされているのか、教えていただきたいと思います。 

○委員長（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 今、小松﨑委員からいただいた質問ですけれども、事業継続支援と
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いうことで、いろいろ車両の維持の対策だとか、これは都市局さんのほうでやられております

けれども、これについては評価はしております。 

 ただ、やはり国からのこれは交付金に基づいて実施されている範囲の中での対応ですので、

それはもちろん評価はするんですけれども、なかなか千葉市独自としての対応がなされていな

いということも含めて、やはり今後対応が必要であるということの考えであります。 

○委員長（松坂吉則君） 小松﨑委員。 

○委員（小松﨑文嘉君） 質問はこのくらいにさせていただきたいと思います。 

 私といたしましては、やはり具体的な対策というのが、今回の場合は非常に大事だなと。た

だ、具体的な対策をしても、これ解決できるかどうか分からないんですよね。 

 以前から働き方改革で、同じ乗員の数がいたとしても、減便になってしまうことが決まって

いて、ただ私が今、主に２社ですよね。京成電鉄系で６社、それから平和交通さん、私がお聞

き取りをしている事業者の観点でいうと、数年前から減便を始めていて、いきなり４月からば

たっと減便するというのは、今そこまでは考えていないと。もちろん、なる部分もあるという

ことはお聞きしています。 

 ですから、千葉市は公共交通について、もちろんモノレールに関しては、市で大部分の株式

を所有しているわけなんですけれども、バス事業者に、例えば、東京都バス、それから大阪市

営バスのような財源を出資しているわけではないので、これをこのまま看過すべきかどうかと

いうことに関しては、非常に提案理由の中に書かれていたことについては、非常に賛同する部

分があるわけなんです。 

 ところが、今回の場合、市民の責務も発生するし、役所の責務、それから今までの施策との

整合性ということを考えると、やはりこれは全部で享受しなければいけないんですね。 

 私も実はコミュニティバスというのを何年も前からやっていて、これは自分の批判にもなり

ますけれども、申し訳ないけれども、今そんなことを言っている場合じゃないでしょうという

ことなわけなんですよ。本来であれば交通不便地域に、私も、とあるスーパーさんからは、満

額出しますよと、お金を幾ら出したって構いませんからやってくださいと言われたんですけれ

ども、ちょっと地域をまたがったところで駄目だったようなこともあります。 

 今、各会派、各政党さんが言っているところも、コロナの前と今では、またこの働き方改革

の中では、時代的にちょっと今の状況では苦しいなと。コロナ禍が完全に収まった後であれば

いいと。 

 また、理念条例に関しては、今のことを考えると、これからもう一度議論をして各方面、１

方面だけじゃなくていろんな方向からの意見をつけて、こういった理念条例をつくるべきこと

については、非常に必要性を私も感じるところであります。 

 ただ、今回何となく今、危機が前に来て、いきなりやろうという感じがちょっとどうしても

してしまうので、申し訳ないけれども、私個人としても、会派の中でもいろいろ話合いをさせ

ていただいた中で、今回ちょっと賛成するのは難しいのかなというのが、会派としての見解で

ございます。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） 意見を申し上げたいと思います。 
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 今、小松﨑委員からもお話ありましたけれども、公共交通をいかに今大変な中で維持をして

いくかということについては、多分どの会派もこれは同じ思いというか、何とかしなければと

いう思いであると思っております。 

 共産党の発議を見させていただいて、会派の中でも議論しました。特に、白鳥委員なんかは

緑区ですので、非常に内容も理解できるし、あえて条例化することによって、やっぱりこの問

題が大事な問題なんだと考えていくきっかけにもなるから必要なことではあるんだけれども、

現在も地域公共交通計画を立てて、市のほうも取組を今様々進めているところでありますので、

私どもとしてはそれをやっぱりしっかりそれを応援して、確かに大変な地区がこれからどんど

ん出てくるとか状況もあるんですけれども、現在の取組を私どもしっかり応援しながら、今の

取組を見極めながら、今後について考えていくべきじゃないかということで、今回は賛同しが

たいということで結論が得られておりますので、そのことを申し上げておきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（松坂吉則君） 吉川委員。 

○委員（吉川英二君） 我が会派のほうも、今お話ありましたけれども、基本的に考え方は同

じでございます。 

 特に、バス会社に関しては、私も個人的に旅行業界におりました。バスは路線バスだけでは

なくて、観光バス、もしくは今高速バス等々、京成さんも含めて路線バス一本でやっていると

こは少ないはずなんですね。その中で先ほど各委員からも話ありましたけれども、事業者への

まだヒアリングが十分されていない等々あります。現在、千葉市においては、地域公共交通計

画という下で、様々な施策があります。 

 我が緑区でも今デマンドタクシーの実施、若葉区においてもコミュニティバス、実証実験さ

れておりますけれども、この施策を推進している状況を踏まえまして、条例に関しましてはや

はり様々議論を含めて、ヒアリング、議論を含めて進めていくべきだということで、我が会派

の見解ということで、賛成いたしかねるという結論が出ております。 

 以上です。 

○委員長（松坂吉則君） それでは、いいですか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○委員長（松坂吉則君） それでは、ある程度、皆さんの意見が出ましたので、採決いたしま

す。 

 お諮りいたします。発議第９号・千葉市公共交通利用促進条例の制定を原案のとおり可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。 

[賛成者挙手] 

○委員長（松坂吉則君） 賛成１名、よって、発議第９号は否決されました。 

 それでは、以上で案件審査を終わります。 

 説明員の方は御退室願います。 

[都市局退室] 

 

空家等対策に係る委員間の意見交換について 

○委員長（松坂吉則君） それでは、先月、県外視察を踏まえた空き家対策等をやってきたん
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ですけれども、その意見交換をしたいなというふうに思います。 

 いろいろな対策あった中で、あとは今千葉市が考えていることを中心に、そこで足りない部

分とか、こうしてほしいという部分を、我々正副委員長で一度整理をしていきたいなというふ

うに思っています。その流れの中で、どうしてもこれとこれは入れてほしいというものがあれ

ば、ちょっと御意見いただければというふうに思います。 

 今日、ここで聞いた上で、なおかつむしろもうちょっと詳しく入れてほしいという内容があ

れば、メールなり、文書でもらえれば、それについて加えていきますので。 

 昔、防災をやったときもそうなんですけれども、皆さんの意見を否定するものじゃないので、

極力こういうことやったらいいんじゃないのかというのは提案してもらいながら、行政でそれ

ができるもの、また効果が高いものについて行政側で判断いただきながら、あくまで提言です

ので、我々はこういうのをやったらどうだという提案型を取りながら、行政側がどう判断して

いくかということに任せたいなというふうに思います。 

 それで、委員長、正副案は、どこかでまとめていきますけれども、第１回定例会のときにあ

る程度出したいと思います。それまでの間にちょっと皆さんから意見をいただきたい。今日は

発言で思いついたところがある人はもらっといて、あとはちょっと必要であれば書面でもらえ

ればというところですけれども、どうですかね。小松﨑委員。 

○委員（小松﨑文嘉君） 非常に京都市へ行ってよかったんで、これは何がいいというのは、

もちろん施策もいいんですけれども、少し踏み込んでもらいたいと。踏み込んでもらって、罰

を与えるものとか、罰則があるものというのはちょっと難しいところもあるのかもしれないけ

れども、そうしてくださいと言い切ってしまったほうが効果があるので、京都市さんから頂い

た文書などを参考にして、こうしないと困りますよくらいのことは書いて、引っ越してきた人

に配るとか、ちょっと空き家の危険性が高い、先ほど条例が通りましたけれども、ああいった

一歩前のところにも配っていくような施策をやってもらいたいなと思います。 

 以上です。 

○委員長（松坂吉則君） 石橋委員。 

○委員（石橋 毅君） 非常に難しい問題であるというのは、個人の私権で権利ですからね、

この空き家にしても。だから、その中で今国のほうでもやっている、また我々の中で出ている

のが、あることによって税金が安いと。古く倒れるまでその家があれば、固定資産税は建物が

あるからということで安い。それを今国が検討して、あっても今言った住宅用地特例とか、こ

こ何年入ってなければ税金は更地の状態で課税をしますという、今そこが大切な分岐点になっ

ているのかなと。 

 それで、今話を聞いていくと、特定空家は、警察には市のほうからいくと。市のほうが区役

所に下して、区役所にそれだけ人材が今新たにやるような体制づくりをしていないのかと。 

 この間の行った視察先でも、そういう部署をつくってやっているというような中で、ですか

らそれを補完するには何を決め手としてやっていくのかなということになると、やはりちまた

のよく協定を結ぶ宅地建物取引とか、ああいう業者を市のほうで責任を持って調査をして、報

告を受けて下すというような体制。 

 それから、これ警察のほうが入るというのは、警察がどれだけ権力を持って、これを行使す

るかというようなことは、そこのところは気をつけながらやっていかなければいけないのかな。
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ただ一つ、職員もいるわけじゃない。だけれども、これからの先行きは、空き家はどんどん増

えてくる、これは間違いない。 

 それで、その中でもう一つ、さっき説明に出た賃貸住宅、昔の戸建ての借家、それからアパ

ート、それからもう一つは公団が今大分空いてきて、あれは空き家とは言わないんだけれども、

空き室がきているというような、国のほうもこれを見直そうというようなことをやっているの

で、その辺のところ。 

 だから、一番効率的にいいのが、私は職員にこれをやらせるのは、現場では無理じゃないか

なと。市のほうで本格的に法務局のほうで特定の部署をつくって、調査をする機関を設けてや

るというようなことをやっていただけるようにして、効率的な行政が進むようにやっていただ

ければいいのかなと思うところです。 

 ただやみくもに、こうだ、ああだと、つくるつくらないってやっても、無理だと思いますよ

ね、限られた人間の中で。特に、千葉市は団地行政の中でいっているから、非常にその辺のと

ころが煩雑になってくる、繁忙してくるのかな、仕事が。いうことを頭の中でつくっていただ

ければ幸いでございます。よろしくお願いします。 

○委員長（松坂吉則君） 委員おっしゃるとおりで、役所でも人材が限られているので、人材

のやっぱり確保していかないと、これから本当にやっていくのは大変だと思うので、そこら辺

の点は入れなければいけないなと思っているのと、それと今民間との協力というのが必要だと

思います。石橋委員。 

○委員（石橋 毅君） だから、やっぱりそれだけにたけた、若い職員だとこれは無理だと思

いますのでね、交渉事になるから。だから、その辺のところはよく見た中で組織づくりをして

やっていただいて、効率的なものになっていただければいいのかなと思います。よろしくお願

いします。 

○委員長（松坂吉則君） それを入れていきたいと思います。 

 ほかはどうですか。向後委員。 

○委員（向後保雄君） それでは、私の意見ということで。 

 人材不足という今の話もありましたけれども、それはまず京都市にもあるように、空き家対

策課を設けるべきだということと、それから課を設けるからには、それなりの人材の確保とい

うことになるので、それとそこだけではできないので、役所だけではできないので、さっき石

橋委員も言っていた専門家、宅建がいいのかどうだか分かりませんけれども、そういった方た

ちとも連携をしながらやるべきだと、まず把握することが大事なんじゃないかなと思いますの

で、そこをちょっと盛り込んでいただければと。 

 以上です。 

○委員長（松坂吉則君） 守屋委員。 

○委員（守屋 聡君） 私は初めて皆様と視察ということを行かしていただいて、出だしが悪

いとどうだろうなと思ったら、非常にこういうことを言っちゃいけないんすが、楽しく、いろ

んな意味でかなり歩きましたし、いろんな意味で勉強になって、本当に有意義な視察だったな

という感想であります。 

 そういう中で今皆さんおっしゃったように、本当にそれぞれの自治体の取組、神戸市なんか

はわりかしソフトランディング的な感じだったし、京都市はかなり強気な感じで、だから千葉
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市はどっちが合っているのかななんていうことも思いながら、本当に今、石橋委員がおっしゃ

ったように、具体的に本当に千葉市でどうやって動くのか。今人材の問題も含めてやっぱり地

域で、それぞれの地域でこういう問題は起きているので、具体的に本当にどうするのか。民間

も含めてどうやって連携してやっていくのかというのが重要だと思うので、我々のほうでも視

察を得て学んだり見聞きしたことをどういう形で市の皆さんに落としていくのかということを

具体的にやっていかないといけないと思いますし、先ほど小松﨑委員おっしゃったように、京

都のパンフレットですか、犯罪ですぐらいな、ああいう強烈なああいうのも一つの手は手だな

とは思っていますので、今後ちょっと皆さんと協力しながら、どうやって本当に具体的にやっ

ていくのかが重要だと思いました。 

 以上です。 

○委員長（松坂吉則君） 吉川委員。 

○委員（吉川英二君） 私も神戸市、京都市を見させていただきまして、特に神戸市は、この

前、千葉市の説明も受けましたけれども、まず分かりやすいというんですか、これは具体的な

政策４段階方針ありますけれども、たしか、防ぐ、起こす、つなぐ、使うという、結構簡素化

的で分かりやすいというのがあって、すごい参考になったのが一つと、あと皆さんおっしゃっ

ているように、空き家の現状の調査ですか、国が５年に一回やっていて、今度調査が出るんで

しょうけれども、ただそれは空き家なのかどうなのかということだけなので、いわゆる本当に

国の指針が出るのを待っているんでしょうけれども、いわゆる空き家調査隊を使っていました

けれども、民間とか、あるいは自治会とか。 

 私の近所の自治会でも、例えば空き家なんだけれども、空き家なのかな、でも月に１回帰っ

ているとか、帰っていないとか、その実態がやっぱり分からない。今回のそういう基準ですよ

ね、それをやっぱり調べて、まちづくり含めて市民の皆様にも問題認識をしてもらうというと

ころがやっぱり一番大事で、ここはやっぱりマンパワーとか、時間がかかってくると思うんで

すけれども、京都はそれがあった上での次の段階というステップだと認識しているので、最初

のゼロベースとは言いませんけれども、最初の初動がやっぱり一番人的にも時間的にも大変だ

と思うんですけれども、ここがうまくいくかどうかで次がつながると思っているので、そこの

さっき民間利用とか言われましたけれども、市の基準プラス初動が大事だと思ってくるので、

それをうまくやっていきたいなというように思っています。ちょっとまとまらなくて済みませ

ん。 

 以上です。 

○委員長（松坂吉則君） 亀井委員。 

○委員（亀井琢磨君） まずもって、今までいろんな視察に行っていますけれども、今回の視

察ほど有意義なのはなかったのかなということで、委員長、副委員長にまずお礼を申し上げた

いなと思っています。 

 本当にそれぞれ取組がいろいろあって、どれをということで悩むんですけれども、先ほど石

橋委員からもありましたけれども、やっぱりこれから管理不全空家が定義されてということで、

今の状況でもかなり大変な中で、これから本当に市としても体制をつくっていかないと、どん

どんさらに状況としてはまずくなってくるかなということで、やっぱりその体制をどう職員さ

んとか、あるいは権限のある部署をどうつくっていくかなということは、本当に大事かなとい
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うふうに思っております。 

 神戸市さんなんか、リノベーションですごいお金を使っていまして、なかなかそこまでいけ

ないと思うんですけれども、予算の制約がある中で、お金をかけずともって変ですけれども、

やっぱり学んだことをやれることはいろいろ盛り込んでいったほうがいいかなというふうに思

っております。 

 それから、さっき神戸市で宅建士のみならず、行政書士とか、司法書士とか、とにかく士業

さんとつながりをやっぱりすごい生かしているところがあったので、恐らく士業の皆さんも結

構今仕事がなくて困っている方も恐らく、そこはマッチングできる部分は結構あるかなと思う

ので、そういう民間との連携とか、本当にできることは何でもやっていったほうがいいかなと

いうことで、大変いろいろ目玉の取組があって、どれを生かしていいかなというのはあったん

ですけれども、委員間で御意見をいただきながら、いい取りまとめができればと思っています

ので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（松坂吉則君） はい、どうぞ。 

○委員（白鳥 誠君） まずは、この前の視察、お礼を申し上げたいと思います。委員長をは

じめ、事務局の皆さん、本当にありがとうございました。大変有意義なところで、最後の京都

市は私伺えなくて、厳しい対応だということも、初めて今知ったような状態で、すみませんで

した。ありがとうございました。 

 空き家対策については、まず一番は実態把握だと思っております。これができていないとい

うことが一番の問題だというふうに思っておりますので、各委員の皆さんから出ましたように、

専門部署をつくること、それから民間との連携を取っていくこと。一言で言うと、ちょっと簡

単になっちゃうんですけれども、士業ということになるのか、宅建業界なのか、不動産業界な

のか、ちょっと分からないところがありますけれども、そういう専門部署をつくって、それを

専門的にまずは実態把握に努めていくということ、それと市民が全員自分の問題として捉えな

ければいけないということからすると、自治会もまき巻き込んでやっていく必要があるかなと、

地域の問題として捉えていくことも必要かなと思いますので、そういうことも求めていってい

ただければというふうに思います。お金と人の問題に大きく関わる問題かと思いますけれども、

よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。 

○委員長（松坂吉則君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木友樹君） 最後なので言うことがなくなっちゃうんですけれども、先ほど来か

ら出ているやっぱり体制ですよね。そこは共通しているところかなと思います。 

 それが一つと、あと市民の皆様、自治会も含めて、やっぱりその共有化を図って、一つ管理

不全空家があること、特定空家もそうですけれども、それがあることによってやっぱり地域の

衰退につながっていく可能性もあるので、それをどう解決していくかというところでは、市も

そうだし、地域も、また本当先ほど来から出ているような民間の皆さんのお知恵を借りること

などを含めて、総合的に進めていかなければならない問題だと思っておりますので、まず何よ

りもその実態把握とともに、これも先ほど来出ていますが、初動をどう充実させていくか、こ

こが本当に千葉市としてどっちに転ぶか分からないですけれども、解決できなかったというほ

うにならないようにするための対策をやはり進めていくことが重要ではないかなと思いました。 

 以上です。 
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○委員長（松坂吉則君） ありがとうございます。桜井副委員長。 

○副委員長（桜井秀夫君） 本当に皆さんありがとうございました。おかげでダイエット効果

もばっちりの視察を、２キロ以上痩せまして、ありがとうございました。 

 本当に学びの多い視察の中でも、京都市がやっぱりめり張りが非常に利いていたので、やっ

ぱり引かれますよね。 

 そこで、私なりに思ったのは、京都市の手続を見ていると、手続の期限を明示していたとこ

ろが非常に大きいと思いました。要は千葉市でも、あれ、空き家で困っているんですよねとい

う話があっても、連絡がつかないんですよで終わっていた、連絡しても返事がないんですよで

終わっていた。でも、京都市はいつまでに返事をくださいと、その返事がなければ次の手続に

入るんだということが明示されていました。要は放置を許すんではなくて、放置も一つの反応

というか、それで次の手続のステップを進んでいくという、この責任感はやっぱりすごいなと

いうふうに思いました。 

 それは、先ほど来から何人かの方が話していましたけれども、担当課があって彼らが数値を

自分たちの存在意義として持っていて、それを空き家ってついつい所有者の問題だって話にな

りがちなんですけれども、当然、民法上はそうなるんでしょうけれども、でもやっぱりそれは

行政の自分たちの組織の存在意義にかかっているんだっていう意識をやっぱりはっきり持って

いらっしゃったのが非常に印象的だったので、そこはやっぱり担当課を持つとか、数値目標を

持つことは大事なのかなということをちょっと実感させられたという次第でございます。 

 神戸市は都市デザインとかも含めて考えていらっしゃるというのは、とてもいいことだなと

思いますけれども、なかなか今迫っているこの重要な数、規模のことを考えると、ちょっとあ

の手法では厳しいのかなという気持ちもございます。 

 京都市のようにやっぱりしっかり活用する、周知して活用するための支援もする。でも、そ

この手続に乗ってこない場合には、やっぱりそういう厳格な措置に対しての手続を期限を決め

て進めていくという、このめり張りが物すごく重要だというふうに思いました。 

 その上で、最後にちょっと言うと、両方でやっていなかったこととしては、初動で空き家じ

ゃないって分かった、例えば小松﨑委員がおっしゃった荒廃住宅、空き家じゃなければ、もう

要らないのか、都市局としては担当しないのかではなくて、以前からちょっと提案しましたけ

れども、空き家じゃなくて荒廃住宅であればやっぱり人が住んでいる、でも外見上はこれは空

き家だよね、困ったよね、地域で困り事になっているよねということは、やっぱりしっかり福

祉につなげるということが、千葉市では新しいモデルとしてできるんじゃないかなというよう

な、神戸市にも、京都市にもないやり方ができるかなという、そんな期待も持った次第でござ

います。 

 以上でございます。 

○委員長（松坂吉則君） ありがとうございます。皆さんから御意見をいただきました。 

 主になるものは、まず実態調査をして、しっかり把握しましょうということ、それから専門

部署をつくって人材確保しましょうというところ、それから自治会の協力を取っていきましょ

う、それから市民に問題提起をして、それをＰＲしていきましょうということ、それから民間

との協働ということが重要だというふうに思いますので、大体こういうところを柱にして、今、

皆さんからもらった話を中心に、提言をつくっていきたいなというふうに思いますが、御了承
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いただければ。あとは細かいのがあったらくださいということです。これで進めていきますの

で、よろしいでしょうか。 

[「お願いします」と呼ぶ者あり] 

○委員長（松坂吉則君） ありがとうございます。 

 以上で案件はほぼ全部終わりましたので、今日はこれで終わりたいと思いますが、先ほどあ

った佐々木委員から出していただいた提案してもらった発議に関しても、みんな共通認識で、

問題意識としては持っていますので、否決になったものの、これからも一緒にこの問題につい

て取り組んでいくということでございますので、そういう整理でさせていただきたいというふ

うに思います。よろしくお願いいたします。 

 以上で終わりにしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

午後０時４分散会 


